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小牧市水道事業分担金徴収条例等の一部を改正する条例 

 

（小牧市水道事業分担金徴収条例の一部改正） 

第１条 小牧市水道事業分担金徴収条例（昭和３６年小牧市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （小牧市使用料及び手数料条例の一部改正） 

第２条 小牧市使用料及び手数料条例（昭和３９年小牧市条例第１３号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１,０００分の３.２４」を「１,０００分の３.３」に、

「１,０００分の６.４８」を「１,０００分の６.６」に、「１５,０００」

を「１５,２７０」に改める。 

（小牧市青年の家等の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 小牧市青年の家等の設置及び管理に関する条例（昭和３９年小牧

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２１０」を「２２０」に、「３２０」を「３３０」に、「５４０」

を「５５０」に、「７５０」を「７７０」に、「６４０」を「６６０」

に、「８６０」を「８８０」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、

「１,７２０」を「１,７６０」に、「１,０８０」を「１,１００」に、

「１,６２０」を「１,６５０」に、「２,１６０」を「２,２００」に改

める。 

 （小牧市道路占用料条例の一部改正） 

第４条 小牧市道路占用料条例（昭和３９年小牧市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条ただし書中「１.０８」を「１.１」に改める。 

（小牧市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第５条 小牧市病院事業の設置等に関する条例（昭和４２年小牧市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１９,４４０円」を「１９,８００円」に、「３,１９０円」

を「３ ,２５０円」に、「５５ ,０００円」を「５６ ,０００円」に、       

「 ３ ６ ,０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ７ ,０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ,４ ０ ０ 円 」 を        

「５,５００円」に、「３,２４０円」を「３,３００円」に、「２,７００

円」を「２ ,７５０円」に、「１ ,６２０円」を「１ ,６５０円」に、      



「２,１６０円」を「２,２００円」に改める。 

（小牧市水道事業給水条例の一部改正） 

第６条 小牧市水道事業給水条例（昭和４４年小牧市条例第４７号）の一

部を次のように改正する。 

  第２５条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

 （小牧市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 小牧市市民会館の設置及び管理に関する条例（昭和４６年小牧市

条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「１７,２８０円」を「１７,６００円」に、「２５,９２０

円」を「２６,４００円」に、「３４,５６０円」を「３５,２００円」に、

「 ６ ９ ,１ ２ ０ 円 」 を 「 ７ ０ ,４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ２ ,１ ２ ０ 円 」 を      

「４２ ,９００円」に、「８５ ,３２０円」を「８６ ,９００円」に、     

「 ２ ２ ,６ ８ ０ 円 」 を 「 ２ ３ ,１ ０ ０ 円 」 に 、 「 ９ ０ ,７ ２ ０ 円 」 を      

「 ９ ２ ,４ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ,１ ８ ０ 円 」 を 「 １ ,２ １ ０ 円 」 に 、       

「３,５６０円」を「３,６３０円」に、「７５０円」を「７７０円」に、

「２,２６０円」を「２,３１０円」に、「１,７２０円」を「１,７６０

円」に、「５ ,１８０円」を「５ ,２８０円」に、「１ ,５１０円」を       

「１,５４０円」に、「４,５３０円」を「４,６２０円」に、「４,８６０

円」を「４,９５０円」に、「１４,５８０円」を「１４,８５０円」に改

める。 

  別 表 第 ２ 中 「 ７ ５ ０ 円 」 を 「 ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ３ ,３ ４ ０ 円 」 を      

「３,４１０円」に、「１００円」を「１１０円」に、「１,０８０円」

を「１,１００円」に、「５,４００円」を「５,５００円」に、「４３０

円」を「４４０円」に、 ３２０円  を ３３０円  に、「２１０円」

を「２２０円」に、「３,８８０円」を「３,９６０円」に、「５４０円」

を「５５０円」に、「１,４００円」を「１,４３０円」に、「２,１６０

円」を「２ ,２００円」に、「１ ,９４０円」を「１ ,９８０円」に、      

「 ９ ７ ０ 円 」 を 「 ９ ９ ０ 円 」 に 、 「 ８ ６ ０ 円 」 を 「 ８ ８ ０ 円 」 に 、       

「８,６４０円」を「８,８００円」に、「４,３２０円」を「４,４００

円」に改める。 

 （小牧市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 小牧市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４７年小牧市条

「  

」
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」



例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１の表中「５,４００」を「５,５００」に、「６,４８０」

を「６,６００」に、「１０,８００」を「１１,０００」に、「１９,４４０」

を「１９,８００」に、「８,１００」を「８,２５０」に、「１２,９６０」

を 「 １ ３ ,２ ０ ０ 」 に 、 「 ２ ３ ,７ ６ ０ 」 を 「 ２ ４ ,２ ０ ０ 」 に 、        

「２５,９２０」を「２６,４００」に、「７,５６０」を「７,７００」

に 、 「 １ １ ,８ ８ ０ 」 を 「 １ ２ ,１ ０ ０ 」 に 、 「 １ ５ ,１ ２ ０ 」 を        

「１５,４００」に、「１,０８０」を「１,１００」に、「１,４００」

を「１,４３０」に、「１,７２０」を「１,７６０」に、「３,９９０」を

「 ４ ,０ ７ ０ 」 に 、 「 ８ ６ ０ 」 を 「 ８ ８ ０ 」 に 、 「 ３ ,２ ４ ０ 」 を         

「３,３００」に、「２,１３０」を「２,１７０」に、「１,６５０」を

「１ ,６８０」に、「５ ,９１０」を「６ ,０２０」に、「３２０」を       

「３３０」に、「４３０」を「４４０」に、「５４０」を「５５０」に、        

「１,１８０」を「１,２１０」に、「７５０」を「７７０」に、「２,１６０」

を「２,２００」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、「２,５９０」を

「２ ,６４０」に、「４ ,７５０」を「４ ,８４０」に、「２１０」を      

「２２０」に、「１ ,５１０」を「１ ,５４０」に、「１ ,９４０」を       

「１,９８０」に、「５,５００」を「５,６１０」に、「３,６７０」を

「３,７４０」に改める。 

別表第１の２の表中「４,３２０」を「４,４００」に、「５,４００」

を「５,５００」に、「８,６４０」を「８,８００」に、「１６,２００」

を「１６,５００」に、「７,０２０」を「７,１５０」に、「１０,８００」

を「１１,０００」に、「１９,９８０」を「２０,３５０」に、「２２,６８０」

を「２３,１００」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、「１,７２０」

を「１,７６０」に、「２,１６０」を「２,２００」に、「４,７５０」を      

「 ４ ,８ ４ ０ 」 に 、  ７ ５ ０  を  ７ ７ ０  に 、 「 １ ,０ ８ ０ 」 を

「１ ,１００」に、「３ ,０２０」を「３ ,０８０」に、「８６０」を       

「８８０」に、「１ ,４００」を「１ ,４３０」に、「３ ,２４０」を      

「３,３００」に改める。 

別表第１の３の表中「７,６６０」を「７,８１０」に、「１１,５５０」

を 「 １ １ ,７ ７ ０ 」 に 、 「 １ ５ ,４ ４ ０ 」 を 「 １ ５ ,７ ３ ０ 」 に 、

「３０,９９０」を「３１,５７０」に、「１８,９００」を「１９,２５０」

に、「３８,３４０」を「３９,０５０」に、「１０,１５０」を「１０,３４０」

「  
」

「  
」



に、「４０,７１０」を「４１,４７０」に、「１,４００」を「１,４３０」

に、「４,２１０」を「４,２９０」に、「１,７２０」を「１,７６０」

に、「５,１８０」を「５,２８０」に、「１,５１０」を「１,５４０」

に、「１,９４０」を「１,９８０」に、「２,５９０」を「２,６４０」に、      

「５,６１０」を「５,７２０」に、「７５０」を「７７０」に、「１,０８０」

を「１,１００」に、「３,０２０」を「３,０８０」に、「６４０」を      

「６６０」に、「８６０」を「８８０」に、「１,１８０」を「１,２１０」

に、「５４０」を「５５０」に、「９７０」を「９９０」に、「２,２６０」

を「２,３１０」に、「２,０３０」を「２,０６０」に、「１,５５０」を

「１,５８０」に、「３９０」を「４００」に、「４５０」を「４６０」

に、「６００」を「６１０」に、「１,２７０」を「１,２９０」に、       

「５００」を「５１０」に、「６８０」を「６９０」に、「１,４１０」

を「１,４４０」に改める。 

別表第１の４の表中「４,６４０」を「４,７３０」に、「６,９１０」

を「７,０４０」に、「９,２８０」を「９,４６０」に、「１８,５７０」

を 「 １ ８ ,９ ２ ０ 」 に 、 「 １ １ ,３ ４ ０ 」 を 「 １ １ ,５ ５ ０ 」 に 、        

「２３,０００」を「２３,４３０」に、「６,０４０」を「６,１６０」

に、「２４,４００」を「２４,８６０」に、「１,１８０」を「１,２１０」

に、「１,５１０」を「１,５４０」に、「１,９４０」を「１,９８０」

に、「４,３２０」を「４,４００」に、「８６０」を「８８０」に、       

「１,０８０」を「１,１００」に、「１,４００」を「１,４３０」に、

「３,１３０」を「３,１９０」に、「７５０」を「７７０」に、「９７０」

を「９９０」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、「２,７００」を      

「２,７５０」に、「５４０」を「５５０」に、 ６４０  を ６６０ に、

「１,８３０」を「１,８７０」に、「１,４６０」を「１,４９０」に、

「５,３４０」を「５,４４０」に、「４７０」を「４８０」に、「７１０」

を「７２０」に、「１,４９０」を「１,５１０」に改める。 

別表第１の５の表中「６,３７０」を「６,４９０」に、「９,６１０」

を「９,７９０」に、「１２,８５０」を「１３,０９０」に、「２５,８１０」

を 「 ２ ６ ,２ ９ ０ 」 に 、 「 １ ５ ,７ ６ ０ 」 を 「 １ ６ ,０ ６ ０ 」 に 、        

「３１,９６０」を「３２,５６０」に、「８,４２０」を「８,５８０」

に、「３３,９１０」を「３４,５４０」に、「６４０」を「６６０」に、      

「１,９２０」を「１,９５０」に、「１,４００」を「１,４３０」に、      

「  
」

「  
」



「１,８３０」を「１,８７０」に、「２,３７０」を「２,４２０」に、     

「５,１８０」を「５,２８０」に、「２,８００」を「２,８６０」に、      

「３,６７０」を「３,７４０」に、「４,８６０」を「４,９５０」に、      

「１０,３６０」を「１０,５６０」に、「９７０」を「９９０」に、      

「１,１８０」を「１,２１０」に、「１,６２０」を「１,６５０」に、      

「３,５６０」を「３,６３０」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、      

「 １ ,７ ２ ０ 」 を 「 １ ,７ ６ ０ 」 に 、 「 ３ ,７ ８ ０ 」 を 「 ３ ,８ ５ ０ 」

に、 ８６０  を  ８８０  に、「２,５９０」を「２,６４０」に、        

「１,９４０」を「１,９８０」に、「１,４６０」を「１,４９０」に、      

「５,３４０」を「５,４４０」に、「５８０」を「５９０」に、「６５０」

を「６７０」に、「８８０」を「９００」に、「１,８５０」を「１,８９０」

に改める。 

  別表第２の１の表中「２,７００」を「２,７５０」に、 １,０８０  

 を １,１００  に、「３２０」を「３３０」に、「６４０」を「６６０」

に、「１,９４０」を「１,９８０」に、「４３０」を「４４０」に、「２１０」

を「２２０」に、「５４０」を「５５０」に、「２,１６０」を「２,２００」

に、「７５０」を「７７０」に、「７４０」を「７５０」に、「１００」

を「１１０」に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

別表第２の２の表中 １,０８０  を １,１００  に、「１,９４０」

を「１,９８０」に、「５４０」を「５５０」に、「１００」を「１１０」

に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

別表第２の３の表中「１００」を「１１０」に、「５４０」を「５５０」

に、「５,４００」を「５,５００」に、「７５０」を「７７０」に、「３２０」

を「３３０」に、 １,０８０  を １,１００  に、「１,４００」を      

「１,４３０」に、「２,１６０」を「２,２００」に、「１,９４０」を      

「１,９８０」に、「６４０」を「６６０」に、「２,７００」を「２,７５０」

に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

別表第２の４の表中「１００」を「１１０」に、「５４０」を「５５０」

に、「７５０」を「７７０」に、「３２０」を「３３０」に、「７９０」

を「８１０」に、「３５０」を「３６０」に、「３７０」を「３８０」に、

「１,４００」を「１,４３０」に、「８１０」を「８２０」に、「２,１６０」

を「２,２００」に、「１,９４０」を「１,９８０」に、「６４０」を      

「６６０」に、  １ ,０８０  を  １ ,１００  に、「２ ,７００」を       
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」



「２,７５０」に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

 別表第２の５の表中「１００」を「１１０」に、「５４０」を「５５０」

に、「５,４００」を「５,５００」に、「７５０」を「７７０」に、       

「３２０」を「３３０」に、「４３０」を「４４０」に、 １,０８０  

を １,１００  に、「１,４００」を「１,４３０」に、「２,１６０」

を「２,２００」に、「１,９４０」を「１,９８０」に、「６４０」を      

「６６０」に、「２ ,７００」を「２ ,７５０」に、「１ ,６２０」を      

「１,６５０」に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

（小牧市都市公園条例の一部改正） 

第９条 小牧市都市公園条例（昭和５０年小牧市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第８条の２第１項第１号ただし書及び第２号中「１.０８」を「１.１」

に改める。 

別表第４中「１００」を「１１０」に、「１,４４０」を「１,４７０」

に、「３,８１０」を「３,８８０」に、「２１０」を「２２０」に、       

「２,８８０」を「２,９３０」に、「７,７２０」を「７,８６０」に、

「５,７６０」を「５,８７０」に、「１５,５４０」を「１５,８２０」

に改め、同表備考第４号中「２１０円」を「２２０円」に、「２,１００

円及び１００円」を「２,２００円及び１１０円」に、「１,０００円」

を「１,１００円」に改める。 

（小牧市公共用物の管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 小牧市公共用物の管理に関する条例（昭和５０年小牧市条例第 

３２号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第１号ただし書及び第２号中「１.０８」を「１.１」に

改める。 

（小牧市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 小牧市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例（昭和５３

年小牧市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「１.６２」を「１.６５」に改め、同条第５項第１号

中「１,０８０円」を「１,１００円」に改め、同項第２号及び第３号中

「１,６２０円」を「１,６５０円」に改める。 

（小牧市クリーンセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 小牧市クリーンセンターの設置及び管理に関する条例（昭和   

「  

「  
」

」



５３年小牧市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第１項中「１,２４０円」を「１,２６０円」に改める。 

 （小牧市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 小牧市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（昭和５６年

小牧市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

別 表 第 ２ 中 「 ２ ,１ ６ ０ 」 を 「 ２ ,２ ０ ０ 」 に 、 「 １ ,０ ８ ０ 」 を       

「１,１００」に、 ７５０ を ７７０  に、「４３０」を「４４０」

に、「１００」を「１１０」に、「定期利用券 ７２０」を「定期利用

券 ７３０」に、「２１０」を「２２０」に、「１,４４０」を「１,４７０」

に、「２,５９０」を「２,６４０」に、「１,２９０」を「１,３２０」

に、 ８６０  を  ８８０  に、「４,７５０」を「４,８４０」に、       

「２,３７０」を「２,４２０」に、「１,６２０」を「１,６５０」に、

「４,３２０」を「４,４００」に、「１,４００」を「１,４３０」に、

「 ７ ０ ０ 」 を 「 ７ １ ０ 」 に 、 「 ３ ,２ ４ ０ 」 を 「 ３ ,３ ０ ０ 」 に 、        

「５４０」を「５５０」に、 ３７０ を ３８０  に、「９,７２０」

を「９,９００」に、「４,８６０」を「４，９５０」に、「１９,４４０」

を「１９,８００」に、「６,４８０」を「６,６００」に、「１９４,４００」

を 「 １ ９ ８ ,０ ０ ０ 」 に 、 「 ９ ７ ,２ ０ ０ 」 を 「 ９ ９ ,０ ０ ０ 」 に 、       

「６４,８００」を「６６,０００」に、「１,５１０」を「１,５４０」

に改める。 

別 表 第 ３ 中 「 １ ,６ ２ ０ 」 を 「 １ ,６ ５ ０ 」 に 、 「 ２ ,１ ６ ０ 」 を       

「２,２００」に、「４,３２０」を「４,４００」に、「３,０２０」を       

「３,０８０」に、「１,５１０」を「１,５４０」に、「１,０８０」を      

「１,１００」に、「２,２６０」を「２,３１０」に、「１,１２０」を      

「１,１４０」に、「８１０」を「８２０」に、「４,５３０」を「４,６２０」

に、「７５０」を「７７０」に、「３７０」を「３８０」に改める。 

 （小牧勤労センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 小牧勤労センターの設置及び管理に関する条例（昭和５７年小

牧市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

別 表 第 １ 中 「 ６ ,４ ８ ０ 」 を 「 ６ ,６ ０ ０ 」 に 、 「 ７ ,５ ６ ０ 」 を      

「７,７００」に、「１１,８８０」を「１２,１００」に、「２１,６００」

を「２２,０００」に、「１,６２０」を「１,６５０」に、「２,１６０」

を「２,２００」に、「３,７８０」を「３,８５０」に、「１,０８０」を
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「１,１００」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、「１,７２０」を

「１,７６０」に、「３,６７０」を「３,７４０」に、「２,５９０」を

「２,６４０」に、「３,０２０」を「３,０８０」に、「１,５１０」を

「１,５４０」に、「３,２４０」を「３,３００」に、「４,３２０」を

「４,４００」に、「６４０」を「６６０」に、「８６０」を「８８０」

に、「４,１１０」を「４,１９０」に、「２,８８０」を「２,９３０」

に、「２,４７０」を「２,５１０」に、「２,９９０」を「３,０４０」

に、「２,０６０」を「２,１００」に、「１,７４０」を「１,７８０」

に、「３,３４０」を「３,４１０」に、「４,４２０」を「４,５１０」

に、「６,５８０」を「６,７１０」に、「１１,４４０」を「１１,６６０」

に、「２,２６０」を「２,３１０」に、「５,７２０」を「５,８３０」

に、「２,７００」を「２,７５０」に、「４３０」を「４４０」に、       

「１面２時間につき ３２０」を「１面２時間につき ３３０」に改め

る。 

  別表第２中「５４０」を「５５０」に、「３２０」を「３３０」に、

「 １ ,６ ２ ０ 」 を 「 １ ,６ ５ ０ 」 に 、 「 ７ ５ ０ 」 を 「 ７ ７ ０ 」 に 、

「２,７００」を「２,７５０」に、 １,０８０  を １,１００  に、

「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

 （小牧市下水道条例の一部改正） 

第１５条 小牧市下水道条例（昭和６１年小牧市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

  第１６条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

 （小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１６条 小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例（平成元年小牧

市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「１０,２９０円」を「１０,４８０円」に改める。 

（小牧市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１７条 小牧市温水プールの設置及び管理に関する条例（平成３年小牧

市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「２１０円」を「２２０円」に、「２,１００円」を「２,２００円」

に、「１,４４０円」を「１,４７０円」に、「５２０円」を「５３０円」

に、「５,２００円」を「５,３００円」に、「３,６００円」を「３,６７０円」

」 」
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に、「４７０円」を「４８０円」に改める。 

（小牧市まなび創造館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１８条 小牧市まなび創造館の設置及び管理に関する条例（平成７年小

牧市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１の表中「５,１４０」を「５,２３０」に、「９,０１０」

を「９,１８０」に、「９,６５０」を「９,８３０」に、「２０,７６０」

を「２１,１５０」に、「３,８８０」を「３,９６０」に、「６,７１０」

を「６,８４０」に、「７,８７０」を「８,０１０」に、「１５,８４０」

を「１６,１３０」に、 ７３０  を  ７４０  に、「１,０５０」を      

「１,０７０」に、「１,２６０」を「１,２８０」に、「２,７３０」を      

「２,７８０」に、 ８４０ を ８５０ に、「１,３７０」を「１,３９０」

に、「１,４６０」を「１,４９０」に、「３,３５０」を「３,４２０」

に、「２,０３０」を「２,０６０」に、「２,３３０」を「２,３７０」

に、「６,３９０」を「６,５１０」に、「１,６８０」を「１,７１０」

に、「２,６２０」を「２,６７０」に、「２,８４０」を「２,８９０」

に、「５,７６０」を「５,８７０」に改める。 

別表第１の２の表中「３,１５０」を「３,２１０」に、「１,５７０」

を「１,６００」に、「６,２９０」を「６,４１０」に、「１,０５０」を      

「１,０７０」に、「５２０」を「５３０」に改める。 

別表第１の３の表中「１,１１０」を「１,１３０」に、「１,７２０」

を「１,７６０」に、「２,０３０」を「２,０６０」に、「４,５６０」を      

「４,６５０」に、「５４０」を「５５０」に、「８３０」を「８４０」に、

「９７０」を「９９０」に、「２,１９０」を「２,２３０」に、「１,２７０」

を「１,２９０」に、「１,５００」を「１,５２０」に、「３,３６０」を     

「３,４３０」に、「３,６００」を「３,６７０」に、「２,８８０」を      

「２,９３０」に、「２,９９０」を「３,０４０」に改める。 

別表第２の１の表中「１００」を「１１０」に、「５４０」を「５５０」

に、「７５０」を「７７０」に、「３２０」を「３３０」に、「６００」

を「６１０」に、「３５０」を「３６０」に、「５８０」を「５９０」

に、「１,４００」を「１,４３０」に、「２,１６０」を「２,２００」

に、「１,９４０」を「１,９８０」に、「２,７００」を「２,７５０」

に、「６４０」を「６６０」に、 １ ,０８０  を  １ ,１００  に、        

「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 
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別表第２の２の表中「５８０」を「５９０」に、「１ ,０３０」を     

「１,０５０」に、「９２０」を「９４０」に、「２５０」を「２６０」

に、「５１０円」を「５２０円」に改める。 

別表第２の３の表中 １,０８０  を １,１００  に、「１,９４０」

を「１,９８０」に、「６４０」を「６６０」に、「１,０８０円」を      

「１,１００円」に改める。 

別表第３中「５２０」を「５３０」に、「５,２００」を「５,３００」

に、「３７０」を「３８０」に、「３,７００」を「３,８００」に、       

「１,８００」を「１,８３０」に、「７３０」を「７４０」に、「７,３００」

を「７,４００」に、「３,６００」を「３,６７０」に改める。 

（小牧市立学校運動場照明施設使用料条例の一部改正） 

第１９条 小牧市立学校運動場照明施設使用料条例（平成８年小牧市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

（小牧市準用河川の流水占用料等に関する条例の一部改正） 

第２０条 小牧市準用河川の流水占用料等に関する条例（平成１２年小牧

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号、第２号ただし書及び第３号中「１ .０８」を   

「１.１」に改める。 

（小牧市スポーツ公園運動施設の管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 小牧市スポーツ公園運動施設の管理に関する条例（平成１２年

小牧市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「３０,８６０」を「３１，４３０」に、「１０,２９０」

を「１０,４８０」に、「６,４３０」を「６,５５０」に、「７,７２０」

を「７,８６０」に、「１,２９０」を「１,３２０」に、「１５,４３０」

を「１５,７１０」に、「５,１５０」を「５,２４０」に、「３,２２０」

を「３,２８０」に、「３,８６０」を「３,９３０」に、「２０,５７０」

を「２０,９５０」に、「６,８７０」を「７,０００」に、「４,３００」

を「４,３８０」に、「３,４４０」を「３,５００」に、「２,１６０」を       

「２,２００」に、「２,５８０」を「２,６２０」に、「３,５５０」を       

「３ ,６１０」に、「１ ,１８０」を「１ ,２１０」に、  ７４０  を   

  ７５０ に、「８８０」を「９００」に、「２,３７０」を「２,４２０」

に、「７９０」を「８１０」に、 ４９０  を ５００ に、 ６００  を 
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  ６１０ に、「６１,７２０」を「６２,８６０」に、「１２,８６０」

を「１３,１００」に、「６,４４０」を「６,５６０」に、「４１,１４０」

を「４１,９１０」に、「１３,７４０」を「１４,０００」に、「８,６００」

を 「 ８ ,７ ６ ０ 」 に 、 「 ６ １ ７ ,１ ４ ０ 」 を 「 ６ ２ ８ ,５ ７ ０ 」 に 、       

「 ２ ０ ５ ,７ １ ０ 」 を 「 ２ ０ ９ ,５ ２ ０ 」 に 、 「 １ ２ ８ ,５ ７ ０ 」 を       

「１３０ ,９５０」に、「１５４ ,２８０」を「１５７ ,１４０」に、      

「２５,７１０」を「２６,１９０」に、「３０８,５７０」を「３１４,２９０」

に、「１０２ ,８５０」を「１０４ ,７６０」に、「６４ ,３８０」を

「６５,５８０」に、「７７,１４０」を「７８,５７０」に、「４１１,４３０」

を「４１９,０５０」に、「１３７,４１０」を「１３９,９６０」に、      

「８５,９８０」を「８７,５８０」に、「６８,７００」を「６９,９８０」

に、「４２,９９０」を「４３,７９０」に、「５１,４２０」を「５２,３８０」

に、「３７,０３０」を「３７,７１０」に、「１２,３４０」を「１２,５７０」

に、「９,２６０」を「９,４３０」に、「１,５４０」を「１,５７０」

に、「１８,５２０」を「１８,８６０」に、「６,１７０」を「６,２９０」

に、「４,６３０」を「４,７１０」に、「２４,６８０」を「２５,１４０」

に、「８,２２０」を「８,３８０」に、「４,１１０」を「４,１９０」

に、「３,０８０」を「３,１４０」に、「４,３２０」を「４,４００」

に、「１,４４０」を「１,４７０」に、「８９０」を「９１０」に、  

１,０８０  を １,１００  に、「２,８７０」を「２,９２０」に、      

「９６０」を「９７０」に、 ７２０ を ７３０  に、「７４,０６０」

を 「 ７ ５ ,４ ３ ０ 」 に 、 「 ４ ９ ,３ ７ ０ 」 を 「 ５ ０ ,２ ９ ０ 」 に 、        

「 １ ６ , ４ ５ ０ 」 を 「 １ ６ , ７ ６ ０ 」 に 、 「 ７ ４ ０ , ５ ７ ０ 」 を        

「７５４ ,２９０」に、「２４６ ,８６０」を「２５１ ,４３０」に、     

「 １ ８ ５ ,１ ４ ０ 」 を 「 １ ８ ８ ,５ ７ ０ 」 に 、 「 ３ ７ ０ ,２ ８ ０ 」 を      

「３７７ ,１４０」に、「１２３ ,４３０」を「１２５ ,７１０」に、     

「 ９ ２ , ５ ７ ０ 」 を 「 ９ ４ , ２ ９ ０ 」 に 、 「 ４ ９ ３ , ７ ２ ０ 」 を        

「５０２ ,８６０」に、「１６４ ,５８０」を「１６７ ,６２０」に、       

「８２ ,２９０」を「８３,８２０」に、 １２０  を  １３０  に、 

  ２４０ を ２５０  に、「７７０」を「７９０」に、「１,９４０」

を「１,９８０」に、「２,３２０」を「２,３６０」に、「３,１２０」を

「３ ,１７０」に、「１ ,０４０」を「１ ,０６０」に、「６４０」を       

「６６０」に、 ７８０ を ８００ に、「２,０７０」を「２,１１０」

「  
」

「  

」
「  

」

「  

」
「  

」
「  「  

「  「  

」」

」」

「  「  
」 」



に、「６９０」を「７００」に、 ４３０  を ４４０ に、「５１０」

を「５２０」に、「３,８７０」を「３,９４０」に、「３８,６７０」を

「３９,３９０」に、「４６,２８０」を「４７,１４０」に、「２２,２２０」

を「２２,６３０」に、「７,４００」を「７,５４０」に、「５,５６０」

を「５,６６０」に、 ９２０  を  ９４０  に、「１１,１１０」を      

「１１,３１０」に、「３,７００」を「３,７７０」に、「２,７８０」

を「２,８３０」に、「１,２４０」を「１,２６０」に、「２,４７０」を

「２,５１０」に、「８３０」を「８４０」に、「６２０」を「６３０」に、

「４４,４４０」を「４５,２６０」に、「１４,８１０」を「１５,０９０」

に、「１,８５０」を「１,８９０」に、「４４４,３４０」を「４５２,５７０」

に、「１４８,１２０」を「１５０,８６０」に、「１１１,０８０」を       

「１１３ ,１４０」に、「２２２ ,１７０」を「２２６ ,２９０」に、     

「５５,５４０」を「５６,５７０」に、「１００」を「１１０」に、      

「２１０」を「２２０」に、「２５０」を「２６０」に、「５,９２０」

を「６,０３０」に、「１,９７０」を「２,０１０」に、「１,４９０」を

「１,５１０」に、「７,９００」を「８,０５０」に、「２,６３０」を

「２,６８０」に、「１,６５０」を「１,６８０」に、「３,９５０」を

「４ ,０２０」に、「１ ,３１０」を「１ ,３４０」に、「９９０」を       

「１,０１０」に、「２,９７０」を「３,０２０」に、「１,３６０」を

「１,３８０」に、 ４５０  を  ４６０  に、 ３４０ を ３５０ に、

「７,２００」を「７,３３０」に、「３,６００」を「３,６７０」に改

める。 

  別表第２中「５２０」を「５３０」に、「５,２００」を「５,３００」

に、「３７０」を「３８０」に、「３,７００」を「３,８００」に、       

「１,８００」を「１,８３０」に、「７３０」を「７４０」に、「７,３００」

を「７,４００」に、「３,６００」を「３,６７０」に改める。 

  別表第３中「４９０」を「５００」に、「８,７４０」を「８,９１０」

に、「３,０８０」を「３,１４０」に、「１２,４５０」を「１２,６８０」

に、「４,３７０」を「４,４５０」に、「１,９４０」を「１,９８０」

に、「２,３２０」を「２,３６０」に、「１,２９０」を「１,３２０」

に、「１,５４０」を「１,５７０」に、「２,０６０」を「２,１００」

に、「６００」を「６１０」に、「７１０」を「７２０」に、 ９５０  を 

   ９６０  に、「１ ,９５０」を「１ ,９９０」に、「２ ,３５０」を       

「  
」

「  

」

「  

」
「  

」
「  

」
「  

」

「  

」
「  

」

「  「  
」 」



「２,３９０」に、「３,１３０」を「３,１９０」に、「１,０３０」を      

「１,０５０」に、「１,２４０」を「１,２６０」に、「１,６５０」を      

「１,６８０」に、「９００」を「９２０」に、 １,０８０ を １,１００」 

に、「１,４４０」を「１,４７０」に、「２１０」を「２２０」に、       

「１,３５０」を「１,３７０」に、「１,６３０」を「１,６６０」に、      

「２,１６０」を「２,２００」に、「１,２２０」を「１,２４０」に、      

「１,４６０」を「１,４９０」に、「４８０」を「４９０」に、「６４０」

を「６６０」に、「６８０」を「６９０」に、「８２０」を「８３０」

に、「１１０」を「１２０」に、「６２０」を「６３０」に、「１,０８０円」

を「１,１００円」に改める。 

（小牧市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２２条 小牧市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平

成１６年小牧市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

（小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２３条 小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１７年小牧市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１の表中「１２,０９０」を「１２,３２０」に、「４,０３０」

を「４,１１０」に、「１,１５０」を「１,１７０」に、「１,３９０」を

「１,４１０」に、「４６０」を「４７０」に、「２,９００」を「２,９５０」

に、「９７０」を「９９０」に、「２,２５０」を「２,２９０」に、「７５０」

を「７７０」に、「２１０」を「２２０」に、「１,１７０」を「１,１９０」

に、「３９０」を「４００」に、「１１０」を「１２０」に、「２,３７０」

を「２,４２０」に、「７９０」を「８１０」に、「２２０」を「２３０」

に、「３,１２０」を「３,１７０」に、「１,０４０」を「１,０６０」

に、「２,１６０」を「２,２００」に、「７２０」を「７３０」に改め

る。 

別表第１の２の表中「１３,２７０」を「１３,５１０」に、「４,４２０」

を「４,５１０」に、「１,２７０」を「１,２９０」に、「１,３９０」を

「１,４１０」に、「４６０」を「４７０」に、「２,７８０」を「２,８３０」

に、「９２０」を「９４０」に、「２,３７０」を「２,４２０」に、

「７９０」を「８１０」に、「２２０」を「２３０」に、「２,８００」を

「  「  

」 」



「 ２ ,８ ６ ０ 」 に 、 「 ９ ３ ０ 」 を 「 ９ ５ ０ 」 に 、 「 ２ ,６ ８ ０ 」 を

「２,７３０」に、「８９０」を「９１０」に、「２５０」を「２６０」

に、「３,９８０」を「４,０５０」に、「１,３２０」を「１,３５０」

に、「３８０」を「３９０」に、「１,０３０」を「１,０５０」に改め

る。 

別表第１備考第６号中「５１０円」を「５２０円」に改める。 

別表第２の１の表及び２の表中「２１０」を「２２０」に、「１００」

を「１１０」に改める。 

 別表第３中 １,０８０ を １,１００ に、「１,９４０」を「１,９８０」

に、「５６０」を「５７０」に、「６４０」を「６６０」に、「５００」

を「５１０」に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改める。 

（小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正） 

第２４条 小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（平

成１９年小牧市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「２,１００円」を「２,１４０円」に、「１,５７０円」を

「１,６００円」に、「１,０３０円」を「１,０５０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （小牧市使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定による行政財産の

使用について許可を受けた者の当該使用（施行日前から令和元年１０月

３０日までの期間に係る行政財産である土地の使用に限る。）に係る使

用料の額については、第２条の規定による改正後の小牧市使用料及び手

数料条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日前に施行日以後の日を始期とする期間に係る行政財産である建

物の使用について許可を受けた者からは、第２条の規定による改正前の

小牧市使用料及び手数料条例別表第１の規定にかかわらず、施行日前に

おいても当該使用に係る同条の規定による改正後の小牧市使用料及び手

数料条例別表第１に定める額の使用料を徴収することができる。 

 （小牧市青年の家等の設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経

過措置） 

「  

」 」
「  



４ 第３条、第７条、第８条、第１４条、第１９条及び第２３条の規定に

よる改正後の各条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料から適用

し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

（小牧市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日前に道路の占用について許可を受けた者の当該占用（施行日前

から令和元年１０月３０日までの期間に係る道路の占用に限る。）に係

る占用料の額については、第４条の規定による改正後の小牧市道路占用

料条例第３条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （小牧市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第６条の規定による改正後の小牧市水道事業給水条例の規定は、令和

元年１２月の検針に基づき徴収する料金から適用し、同月前の検針に基

づき徴収する料金については、なお従前の例による。 

（小牧市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 施行日前に公園施設の設置又は物件の設置について許可を受けた者の

当該設置（施行日前から令和元年１０月３０日までの期間に係る公園施

設の設置又は物件の設置に限る。）に係る使用料の額については、第９

条の規定による改正後の小牧市都市公園条例第８条の２第１項第１号た

だし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

８ 施行日前に施行日以後の日を始期とする期間に係る公園施設の管理又

は公園施設の利用について許可を受けた者からは、第９条の規定による

改正前の小牧市都市公園条例第８条の２第１項第２号の規定にかかわら

ず、施行日前においても当該管理又は利用に係る第９条の規定による改

正後の小牧市都市公園条例第８条の２第１項第２号に定める額の使用料

を徴収することができる。 

９ 第９条の規定による改正後の小牧市都市公園条例別表第４の規定は、

施行日以後に徴収する使用料から適用し、施行日前に徴収する使用料に

ついては、なお従前の例による。 

（小牧市公共用物の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 施行日前に公共用物の使用の許可を受けた者の当該使用（施行日前

から令和元年１０月３０日までの期間に係る公共用物の使用に限る。）

に係る使用料の額については、第１０条の規定による改正後の小牧市公

共用物の管理に関する条例第７条第２項第１号ただし書の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 



１１ 施行日前に施行日以後の日を始期とする期間に係る公共用物からの

収益の許可を受けた者からは、第１０条の規定による改正前の小牧市公

共用物の管理に関する条例第７条第２項第２号の規定にかかわらず、施

行日前においても当該収益に係る改正後の小牧市公共用物の管理に関す

る条例第７条第２項第２号に定める額の使用料を徴収することができる。 

 （小牧市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

１２ 第１３条の規定による改正後の小牧市スポーツ施設の設置及び管理

に関する条例別表第２の規定（定期利用券の使用料に係る部分を除く。）

及び別表第３の規定は、施行日以後の申請に係る使用料から適用し、施

行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

１３ 第１３条の規定による改正後の小牧市スポーツ施設の設置及び管理

に関する条例別表第２中定期利用券の使用料に係る部分は、施行日以後

に徴収する使用料から適用し、施行日前に徴収する使用料については、

なお従前の例による。 

 （小牧市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置） 

１４ 第１５条及び第２２条の規定による改正後の各条例の規定は、令和

元年１２月の検針に基づき徴収する使用料から適用し、同月前の検針に

基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。 

 （小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経

過措置） 

１５ 第１６条及び第１７条の規定による改正後の各条例の規定は、施行

日以後に徴収する使用料から適用し、施行日前に徴収する使用料につい

ては、なお従前の例による。 

（小牧市まなび創造館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

１６ 第１８条の規定による改正後の小牧市まなび創造館の設置及び管理

に関する条例別表第１及び別表第２の規定は、施行日以後の申請に係る

使用料から適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前

の例による。 

１７ 第１８条の規定による改正後の小牧市まなび創造館の設置及び管理

に関する条例別表第３の規定は、施行日以後に徴収する個人利用料から

適用し、施行日前に徴収する個人利用料については、なお従前の例によ



る。 

 （小牧市準用河川の流水占用料等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

１８ 施行日前に施行日以後の日を始期とする期間に係る流水の占用又は

土石その他の河川の産出物の採取について許可を受けた者からは、第  

２０条の規定による改正前の小牧市準用河川の流水占用料等に関する条

例第２条第２項第１号又は第３号の規定にかかわらず、施行日前におい

ても当該占用又は採取に係る改正後の小牧市準用河川の流水占用料等に

関する条例第２条第２項第１号又は第３号に定める額の占用料を徴収す

ることができる。 

１９ 施行日前に準用河川の土地の占用について許可を受けた者の当該土

地の占用（施行日前から令和元年１０月３０日までの期間に係る準用河

川の土地の占用に限る。）に係る土地占用料の額については、第２０条

の規定による改正後の小牧市準用河川の流水占用料等に関する条例第２

条第２項第２号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（小牧市スポーツ公園運動施設の管理に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

２０ 第２１条の規定による改正後の小牧市スポーツ公園運動施設の管理

に関する条例別表第１及び別表第３の規定は、施行日以後の申請に係る

使用料から適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前

の例による。 

２１ 第２１条の規定による改正後の小牧市スポーツ公園運動施設の管理

に関する条例別表第２の規定は、施行日以後に徴収する使用料から適用

し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。 

 （小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

２２ 第２４条の規定による改正後の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び

適正処理に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する一般廃棄物の収

集、運搬及び処分に係る手数料から適用し、施行日前に徴収する手数料

については、なお従前の例による。 

 


